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実用発電用原子炉に係る 
新規制基準について 

 
－概要－ 

 
 

原子力規制委員会 



①地震により外部電源喪失 

②津波により所内電源喪失・破損 
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③冷却停止 

↓ 

④炉心損傷 

↓ 

⑤水素発生 

↓ 

⑥水素漏えい 

（格納容器破損） 

福島第一原発事故における教訓 

安全機能喪失
によるシビア 

アクシデントの
進展 

地震・津波に
より、複数の
機器・系統が
同時に安全
機能を喪失 

 福島第一原発事故では地震や津波により、複数の機器・系統が同時に安全機能を喪失。 
 さらに、その後のシビアアクシデントの進展を食い止めることができなかった。 
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① 「深層防護」の徹底 

目的達成に有効な複数の(多層の)対策を用意し、かつ、それぞれの層の対策を考

えるとき、他の層での対策に期待しない。 

② 共通要因故障をもたらす自然現象等に係る想定の大幅な引き上げとそれに対する防

護対策を強化 

地震・津波の評価の厳格化、津波浸水対策の導入、多様性・独立性を十分に配慮 、

火山・竜巻・森林火災の評価も厳格化 

③ 自然現象以外の共通要因故障を引き起こす事象への対策を強化 

火災防護対策の強化・徹底、内部溢水対策の導入、停電対策の強化（電源強化） 

 

④ 基準では必要な｢性能｣を規定（性能要求） 

   基準を満たすための具体策は事業者が施設の特性に応じて選択 

新規制基準の基本的な考え方 

 新規制基準では、｢深層防護｣を基本とし、共通要因による安全機能の喪失を防止する
観点から、自然現象の想定と対策を大幅に引き上げ。 

 また、自然現象以外でも、共通要因による安全機能の喪失を引き起こす可能性のある
事象（火災など）について対策を強化。 
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＜従来の規制基準＞ 

シビアアクシデントを防止するための
基準（いわゆる設計基準） 

（単一の機器の故障を想定しても炉心
損傷に至らないことを確認） 

電源の信頼性 

自然現象に対する考慮 

火災に対する考慮 

耐震・耐津波性能 

意図的な航空機衝突への対応 

＜新規制基準＞ 
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従来の規制基準と新規制基準との比較 

 従来と比較すると、シビアアクシデントを防止するための基準を強化するとともに、万一
シビアアクシデントやテロが発生した場合に対処するための基準を新設 

（テ
ロ
対
策
） 

新
設 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

その他の設備の性能 

火災に対する考慮 

炉心損傷防止対策 
（複数の機器の故障を想定） 

耐震・耐津波性能 

内部溢水に対する考慮（新設） 

自然現象に対する考慮 
（火山・竜巻・森林火災を新設） 

格納容器破損防止対策 

放射性物質の拡散抑制対策 

電源の信頼性 

その他の設備の性能 

新
設 
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 １３．耐震・耐津波性能強化  

○津波防護壁の設置 

 （敷地内への浸水を防止） 

○防潮扉の設置  

 （建屋内への浸水を防止） 

防潮扉 

＜津波対策の例（津波防護の多重化） ＞ 

津波対策の大幅な強化 

 既往最大を上回るレベルの津波を「基準津波」として策定し、基準津波への対応として防
潮堤等の津波防護施設等の設置を要求。 

 津波防護施設等は、地震により浸水防止機能等が喪失しないよう、原子炉圧力容器等
と同じ耐震設計上最も高い「Ｓクラス」とする。 
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地震による揺れに加え地盤の「ずれや変形」に対する基準を明確化 

 活断層が動いた場合に建屋が損傷し、内部の機器等が損傷するおそれがあることから、
耐震設計上の重要度Ｓクラスの建物・構築物等は、活断層等の露頭（※）がない地盤に
設置することを要求。  

安全上重要な施設： 

“止める、冷やす、閉じ込
める”機能を持つ施設 

（※）露頭とは、断層等が表土に覆われずに直接露出している場所のこと。 

  開削工事の結果、建物・構築物等の接地を予定していた地盤に現れた 

  露頭も含む。 

建屋が損傷し、内部の
機器等が損傷すること
により、安全上重要な
機能を失うおそれ 

断層等が動く 

ずれや変形の量や、地盤が押し上げる
力の大きさを予測することは困難 
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活断層の認定基準を厳格化 

 
 

約１２～１３万年前の地層や地形面が存在しない場合、 
あるいは、この時期の活動性が明確に判断できない場合 

 約１２～１３万年前の地層又は地形面に、断層活動に伴う「ずれ
や変形がない」ことが確認できる場合は、活断層の可能性はないと
判断できる。 

 なお、この判断をより明確なものとするために、約１３～４０万年
前の地層又は地形面に断層活動に伴う「ずれや変形がない」ことを、
念のため調査しておくことが重要である。 

 約４０万年前まで遡って、地形、地質・地質構造及び応力場等を
総合的に検討することにより、断層活動に伴う「ずれや変形がない」
ことが確認できる場合は、活断層の可能性はないと判断できる。 

 この場合、地層又は地形面の年代は約１３～４０万年前の期間の
いずれの年代であっても良い。 

約８０万年前 

約１３～４０万年前 

例示① 例示② 

ずれや変形がなければ、活断層の可能性はない。 

 約１２～１３万年前であることが証拠により明確な
地層や地形面が存在する場合 

約１２～１３万年前 

約１３～４０万年前 

約８０万年前 

ずれや変形がなければ、活断層の可能性はない。 

念のため調査して
おくことがよい。 

約１２～１３万年前  約12～13万年前とは？ 
 
この時代は温暖な気候によ
り海面が現在より高い状態
が続いたため、この時代に
生成された海成段丘が日本
各地に残っている。 

そのため、この時代の地層
は比較的見つけやすいと言
われており、断層の活動性を
判断する際の指標として用
いられている。 

 約40万年前以降とは？ 
 
政府の地震調査研究推進本
部がとりまとめた活断層の長
期評価手法（暫定版）によれ
ば、活断層は約40万年前以

降から現在に至るまで、ほぼ
同一の地殻変動様式が継続
していると考えられ、今後も
同様の活動をする可能性が
高いと考えられるとされてい
る。 

活断層の認定基準を明示 

 将来活動する可能性のある断層等は、後期更新世以降 （約12～13万年前以降）の活動

が否定できないものとし（例示①）、必要な場合は、中期更新世以降（約４０万年前以降）ま
で遡って活動性を評価（例示②）することを要求。  
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自然現象以外の事象による共通要因故障への対策（その１） 

 自然現象以外に共通要因による安全機能の喪失を引き起こす事象として、停電（電源喪
失）への対策を抜本的に強化。 

原子力発電所 

変電所 Ａ 変電所 B 

変電所 C 

原子力発電所 

変電所 A 変電所 B 

変電所 D 変電所 E 

高台への電源車の配備（可搬型交流電源） 

外部電源系の強化（独立した異なる２
以上の変電所等に２回線以上の送電
線により接続） 

従来 新規制基準 

外部電源 ２回線（独立性の
要求なし） 

２回線（独立したものを要
求） 

所内交流
電源 

常設２台（非常用
ディーゼル発電
機） 

左記に加え、常設１台追加、
可搬型（電源車）２台追加、
７日分の燃料を備蓄 

所内直流
電源 

常設１系統（容量
は３０分） 

左記の容量増加（２４時
間）、可搬型１系統及び常
設１系統を追加（いずれも
２４時間分） 

新規制基準と従来の規制基準との比較（電源） 

※上記の他、電源盤等についても共通要因で機能喪失しないことを要求 
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平成２５年７月の施行段階で必
要な機能を全て求める 
 

信頼性向上のためのバックアップ施
設は、新規制基準の施行段階で必要
なシビアアクシデント対策等に係る工
事計画の認可から５年後までに備え
ていることを求める 

シビアアクシデントを起こさ
ないための機能（強化） 

・地震・津波の厳格評価 
・津波対策 （防潮堤） 
・火災対策 
・電源の多重化・分散配置 等 

シビアアクシデントに対処す
る ための機能（新設） 

 ※テロや航空機衝突対策
含む 

・炉心損傷の防止 
 （減圧、注水設備・手順） 
・格納容器の閉込め機能 
 （BWRのフィルタベント等） 
・緊急時対策所 

・原子炉から１００ｍの場所へ電
源車・注水ポンプ等を保管 等 

・バックアップ施設 

－原子炉から１００ｍの場所に電源、
注水ポンプ、これらの緊急時制御
室を常設化（特定重大事故等対処
施設） 

－常設直流電源（３系統目） 

 今回、福島第一原発事故の教訓を踏まえて必要な機能（設備・手順）は全て、平成２５年
７月の新規制基準の施行段階で備えていることを要求。 

 その上で、信頼性を向上させるバックアップ施設は、新規制基準の施行段階で必要なシ
ビアアクシデント対策等に係る工事計画の認可から５年後までに備えていることを要求。 

新規制基準への適合を求める時期について 


